
財政上の支援措置の改善提案に対する協議の結果（論点シート）
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1回目 B
 平成26年度「ロボット介護機器開発・導入事業」の公募において、当該
事業に関して提案があり、第三者委員による審査の結果、採択されたた
め、同事業の予算内で対応可能。

a  実際に提案が採択され、今年度の事業が実施できる見込みとなったため了解としたい。
　経済産業省から、既存のロボット介護機器開発・導入促
進事業の活用により対応可能との見解が示され、指定自
治体の要望は実現可能となるため協議終了。

Ⅰ

2回目

内閣府記載欄

［Ⅰ：実現が可能となったもの　Ⅱ：実現に向けて概算要求等の検討
がなされるもの　Ⅲ：要望内容の実現に向けて、条件や代替案等を
検討し協議を継続して行うもの　Ⅳ：見解の相違があり、要望実現の
方向性を導けるよう、引き続き協議を継続して行うもの、または見解
の相違により、協議を一旦終了するもの　Ⅴ：自治体が再検討を行う

もの、または提案の取り下げを行うもの］

国と地方の協議【書面協議】担当省庁の見解

［Ａ：概算要求等として引き続き検討（全国展開、特区含む）、Ｂ：現行制度で対応可能、Ｃ：対応しない、Ｚ：自治体が検討］

国と地方の協議【書面協議】指定自治体の回答

［ａ：了解、ｂ：条件付き了解、ｃ：受け入れられない、ｄ：その他］

400 地域 33
さがみロ
ボット産業
特区

生活支援ロボットの
実証実験等の実施
（介護・医療ロボッ
ト）

本特区では、民間企業等が行う研究開発や実
証実験を支援することにより介護・医療ロボット
の実用化を促進する。具体的には、財政支援に
より研究開発や実証実験を実施する際のコスト
を低減するとともに、規制緩和によりロボットの
研究開発や実証実験を行いやすい環境を整
え、介護・医療ロボットの実用化を促進する。
その中で今回の財政支援措置要望は、区域内
で進行中のプロジェクトのうち、事業の熟度が高
い１つの取組(※)を念頭に置き、財政支援を求
めるものである。

※コミュニケーションロボット：認知症患者を含
めた高齢者向けの新たな人型会話ロボット。高
齢者の運動機能向上やＱＯＬの維持向上に活
用可能であり、介護従事者の負担軽減等に資
する。
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(株)

経済産業省

ロボット介
護機器開
発・導入促
進事業

拡充

同事業の支援対象は、H26.2改訂「ロ
ボット技術の介護利用における重点
分野」により定められているが、これ
により現在は支援対象とされていな
いコミュニケーションロボットについ
て、新たに支援対象としていただきた
い。

経済産業省
製造産業局産
業機械課

ロボット介護機
器開発・導入
促進事業
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